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第 3 次伊万里市特定事業主行動計画 

                                  令和８年３月 

 

伊万里市長 

伊万里市議会議長 

伊万里市選挙管理委員会 

伊万里市代表監査委員 

伊万里市教育委員会 

伊万里市農業委員会 

 

１ 目的  

 職員が仕事と子育てを両立させ職場においてその能力を十分に発揮できるよう職場環境

の整備を進めること、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進することを目

的として、「次世代育成支援対策推進法」及び「女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律」に基づき、伊万里市では平成２８年度に両法の特定事業主行動計画を一体として

策定し、職場の環境づくりを進めてきたところです。 

令和３年度に策定した伊万里市特定事業主行動計画（後期計画）が５年目になり、計画

期間が満了の時期になっております。今回法改正により、次世代育成支援対策推進法の有

効期限が令和１７年３月３１日までに再延長されたことに伴い、本市でも特定事業主行動

計画の延長を行い、仕事と家庭の両立ができるより良い職場環境の実現を目指します。 

職員が互いに協力し支えあうことで、働きやすい職場環境が整えられ、ひいては子育て

の喜びや楽しさを実感しつつ、職員それぞれのライフスタイルに合った有意義な仕事・家

庭生活を送ることができるよう、かつ、女性職員が各職場において個性や能力を十分に発

揮できるよう、この計画をさらに推進していくこととします。 

 

２ 計画期間  

 前期計画：令和８年度から令和１１年度 

後期計画：令和１２年度から令和１６年度  

 

３ 計画の推進体制  

計画の推進にあたり、各所属において、職員一人ひとりがそれぞれの立場・役割に応じ 

た行動を心がけるとともに、計画の実現に向けて組織的に取り組む必要があります。 

また、課題の分析や進捗状況を適切に把握し、計画期間内においても、必要に応じた見 

直しを行っていきます。 

なお、毎年度の取組状況については、年に１回市のホームページにおいて公表します。 

「次世代育成支援対策推進法」に基づく特定事業主行動計画 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく

特定事業主行動計画 
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４ 現状と課題  

 計画の作成にあたり、現状と課題の把握を行うため、後期計画において目標に掲げた項

目について、分析を行いました。 

 

(１)配偶者の出産休暇（３日）と男性職員の育児参加のための休暇（５日）を合わせた 

取得率  

 

                      

  目標 
 
１００％   

     
  

     
 

     
  

  実績 
     R2 R3 R4 R5 R6   

    
対象者 （人） 11 12 11 12 7   

    
取得者 （人） 8  8 11 12 6   

    
取得率 (％） 72.7 66.7 100 100 85.7   

    
平均取得日数 (日） 1.4 4.2 5.7 3.9  6.2   

                      

 

●配偶者の出産休暇（３日）と男性職員の育児参加のための休暇（５日）の取得率は、年々

増加傾向にあるものの目標値（１００％）を達成できておらず、今後も育児に関する休暇

等の周知に努め、取得率を上げるための取組をさらにしていく必要があります。  

 

 (２)男性職員の育児休業取得率   

 

                      

  目標 
 
７５％以上  

     
  

     
 

     
  

  実績 
     R2 R3 R4 R5 R6   

    
対象者 （人） 9 12 14 7 7   

    
取得者 （人） 0 1 9 7 6   

    
取得率 (％） 0 8.3 64.3 100 85.7   

                      

 

●男性の育児休業取得率は、令和２年度の取得率は０％、令和３年度の取得率は８．３％ 

でしたが、令和４年度から取得者数が増え、令和５年度には１００％となりました。国の 

目標値の８５％を達成しており、今後も男性の育児休業取得率の向上のため、育児に関す 

る休暇等の周知に努め、取得の促進が必要です。 
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 (３)女性職員の育児休業取得率    

 

                      

  目標 
 
１００％  

     
  

     
 

     
  

  実績 
     R2 R3 R4 R5 R6   

    
対象者 （人） 9 11 6 8 7   

    
取得者 （人） 9 11 6 8 7   

    
取得率 (％） 100 100 100 100 100   

                      

 

●女性の育児休業取得率は、平成２７年度以降１００％となっています。今後もこの数値 

目標を継続し、取得率１００％を維持していきます。 

 

 

(４)時間外勤務等の年間時間数    

 

                      

  目標 
 
１１９時間以内 

     
  

     
 

     
  

  実績 
     R2 R3 R4 R5 R6   

    

時間外勤務時間 

平均時間数 （時間） 
116 127 159 165 146 

  

                      

 

●職員１人当たりの時間外勤務時間は、目標である１１９時間以内を超過しており、 

コロナ渦後のイベント等の増加により、増加傾向にあります。今後も、引き続き時間外 

勤務の縮減に努める必要があります。 
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(５)年次休暇取得日数    

 

                      

  目標 
 
取得日数 14日以上  

     
  

    
年５日以上の取得率 100％ 

     
  

           

  実績 
     R2 R3 R4 R5 R6   

    
取得日数   （日） 10.6 10.6 11 11.7 12.8   

      年 5日以上の取得率 (％） 100 100 100 100 100   

     
 

     
  

 

●年次休暇の取得日数は令和６年は１２．８日で、年々増加傾向にありますが、目標値 

の１４日以上は達成できておりません。 

また年５日以上の取得率は令和２年から１００％で目標値を達成しています。今後も 

仕事と家庭を両立していく観点から、年次有給休暇の取得促進に向けて取り組んでいく 

必要があります。 

 

 

 (６)女性管理監督者（係長以上）の割合    

   

                      

  目標 
 
３０％以上  

     
  

     
 

     
  

  実績 
 

係長以上 R2 R3 R4 R5 R6   

     
管理監督者 全体 200 156 164 166 170   

    
  女性 45 42 48 53 57   

    
女性の割合 （％） 22.5 26.9 29.3 31.9 33.5   

                      

 

●係長以上の女性職員の割合は、令和６年度は３３．５％で、年々増加し、目標値の３０％ 

以上を達成しています。国の目標値も２０３０年度までに３０％になっており、今後も 

目標値が達成できるように女性の管理職への登用を検討していく必要があります。 
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５ 前期計画の達成項目と目標  

 

 

 

１ 配偶者の出産休暇と男性職員の育児参加の 

ための休暇を合わせた取得率         １００％ 

 

２ 男性職員の育児休業取得率          ８５％以上 

 

３ 女性職員の育児休業取得率          １００％ 

 

４ 職員１人当たりの時間外勤務等の年間時間数  １１９時間以内 

 

５ 年次休暇取得日数              年間平均１４日以上 

  年次休暇年５日以上の取得率         １００％ 

 

６ 女性管理監督者（係長以上）の割合      ３０％以上 
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６ 具体的な内容  

  職員の「仕事と子育ての両立（次世代育成支援）」、「仕事と生活の調和（ワーク・ライ 

 フ・バランス）」及び「女性の活躍推進」の実現に向けて、職員の働きやすい職場環境を

つくるため、次の取り組みを進めていきます。 

 

【１】仕事と子育ての両立（次世代育成支援）                        

（１）制度の周知 

 仕事と家庭の両立を支援する制度をまとめた冊子「育児・介護等関連制度の案内」を

活用し制度周知を図るとともに、研修会等やグループウェア（庁内ＬＡＮ）で変更等の

内容を情報提供します。 

  

（２）妊娠の申出に対する適切な対応 

  職員は父親、母親になることがわかったら、できるだけ早く所属長に申し出るように

してください。 

所属長は、職員から申出があった場合、職員の業務負担の程度について職場内で確認

をし、代替職員の確保等、職員の休暇制度活用のための準備を行います。 

 

（３）妊娠中及び出産後における配慮（重点化） 

 妊娠中及び出産後を通じて母子の健康を適切に確保するため、次の取組を行い職場全

体で母性保護及び母性健康管理に配慮します。 

①業務分担の見直し 

職員が妊娠を申し出た場合、所属長は職場内の業務分担の見直しを行い、その職員の

負担とならないよう母性保護に努めるとともに、特定の職員に負担がかかることのな

いように配慮します。周りの職員も、自ら業務の見直し等を積極的に行い、妊娠中や

出産後の職員への配慮を心掛けます。 

 

②産前産後休暇取得時の代替要員の確保 

職員が産前産後休暇を取得する際には、所属長は職員が安心して休暇を取得できるよ

う、職員の育児休業の予定についても併せて把握を行い、職場内の業務分担の見直し

を行います。また、会計年度任用職員等の採用により代替要員の確保に努めます。 

 

（４）育児支援制度を活用しやすい環境づくり 

  育児休業等に対する職員一人ひとりの意識改革を進めるため、次の取組を行い、育児

支援制度を活用しやすい環境づくりに努めます。 

①育児支援制度の活用促進 

所属長は、母親や父親となる職員の育児支援制度の活用予定を事前に把握し、予定し

ていない職員については活用を促します。 
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 ②育児休業取得時の代替要員の確保 

  職員が育児休業に入る際には、所属長は職員が安心して休業に入れるよう、職場内の

業務分担の見直しを行います。また、会計年度任用職員等の採用により代替要員の確

保に努めます。 

 

③育児休業を取得した職員の職場復帰の支援 

  育児休業中は、職場の情報が途絶えることになり、復帰に際しての障害となる可能性 

があります。所属長は、職員がスムーズな職場復帰ができるよう、休業中の職員に 

職場や業務の状況について情報提供を行うなど、職場復帰に向けた支援を行います。 

 

（５）男性職員による積極的な育児支援制度の活用（重点化） 

 配偶者の就労の有無にかかわらず、男性職員の育児参加を促進するため、次の取組を 

行い、育児支援制度の積極的な活用を促します。 

① 育児のための連続休暇の取得促進 

男性の育児参加促進のため、所属長は、父親となる職員に休暇制度について説明し、

特別休暇や年次休暇を合わせた連続休暇の取得を促すとともに、取得しやすい職場の

環境づくりに努めます。 

 

②育児支援制度の活用促進 

男性職員の育児支援制度の活用を図るため、所属長は、男性職員に育児支援制度の活 

用を促進します。また、周りの職員も特定の職員に負担がかかることのないよう、職 

場内の業務分担などに協力します。 

 

（６）相談体制の充実 

  総務課職員係で休暇制度や経済的支援措置などの情報提供及び各種制度の相談等に 

対応します。 

 

（７）子ども･子育てに関する活動の支援 

  地域において、子どもの健全育成や障害を持つ子どもに支援等を行う活動への職員 

の積極的な参加を奨励します。 

 

（８）子どもの体験活動等の支援 

  子どもの多様な体験活動等の機会の充実を図るため、子どもが参加する地域の行事 

・スポーツ団体に指導者等として職員の積極的な参加を奨励します。 

 

（９）安全で安心して子どもを育てられる環境の整備 

  子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主的な防 

犯活動や少年非行犯罪防止の活動、交通安全活動等への職員の積極的な参加を奨励し 

ます。 



- 8 - 

 

（１０）全職員の役割 

  すべての職員が子育てについて、意識改革を図り、子育て中の職員を職場全体でサポ

ートします。 

 

【２】仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）                        

（１）時間外勤務の縮減（重点化） 

  恒常的な長時間に及ぶ勤務は、職員の健康・福祉に影響を及ぼすだけでなく、職員 

の職業生活と家庭生活の両立をも困難なものとします。特に育児を行う職員の深夜 

勤務・時間外勤務の制限措置を周知し、より一層の時間外勤務の縮減に努めます。 

① 定時退庁の励行 

毎週水曜・金曜日の一斉定時退庁日（ノー残業デー）の徹底を図ります。また、毎年

８月を定時退庁強化月間・毎月第３水曜日を男女協働参画の日とし、家族とふれあう

時間を確保します。管理・監督者は率先して定時退庁を行います。 

 

②深夜勤務等の制限の周知 

  小学校就学始期に達するまでの子どもを育てる職員に対して、職業生活と家庭生活の 

両方を支援するための深夜勤務及び時間外勤務を制限する制度について周知を図りま 

す。 

 

  ③業務の削減・合理化 

 新たに行事等を実施する場合には、目的、効果、必要性等に十分検討の上実施し、併 

せて既存の行事等との関係を整理し、簡素合理化できるものは簡素合理化し、代替的 

に廃止できるものは廃止します。 

 

 ④計画的な業務遂行 

  上司は部下の業務に対し計画的かつ適切な指示と進捗管理を行い、時間外勤務を極力 

しなくて済むよう努めます。 

 

  ⑤時差出勤など柔軟な働き方の活用 

  時差出勤制度の積極的な活用を促進し、柔軟な働き方を進めます。 

 

（２）休暇の取得促進（重点化） 

  所属長は、職場における業務計画に併せて、休暇取得計画を策定するとともに自らが 

率先して休暇を取得するなど、職員が休暇を取得しやすい環境づくりに努めます。 

 

① 年次休暇年５日以上の確実な取得 

年休取得促進のため、所属長は、年間を通じた職員の年次休暇等計画表を作成するな

ど、年次休暇の取得促進を図ります。また、職員の休暇取得状況を定期的に把握して、
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取得日数が年５日未満の職員については、休暇計画を作成し、休暇の時期指定を行い

ます。 

     

②連続休暇の取得促進 

  所属長は、業務のスケジュール調整に努め、夏季休暇や週休日等に年休を組み合わせ 

た職員の連続休暇の取得を促進します。 

  また、１０月を「年次休暇取得促進期間」とし、期間中での年次休暇１.５日以上の取 

得促進を実施し、可能な限り土・日曜日、祝日に年次休暇を組み合わせて、２日（３ 

日）＋１.５日以上の連続休暇の取得を促進します。 

※このような取り組みを通じて、年間２０日の年次休暇のうち、職員一人当たりの  

年次休暇の取得日数を、令和１１年までに平均１４日（７０％）以上とします。 

 

  ③子どもの看護休暇等の取得促進 

  子どもの病気等の際には特別休暇や年次休暇を活用して休暇を取得できる職場の環境 

づくりに努めます。また、看護休暇などの休暇制度に関しても周知し、その取得を促 

進します。 

 

  ④学校行事のための休暇取得の促進 

  授業参観日等の学校行事への参加のための休暇取得を奨励し、取得を促進します。 

 

（３）勤務時間帯の配慮 

  妊娠中の職員には、特に健康や安全への配慮が必要になることから、過重労働になら 

ないよう時間外勤務等を原則として命じないようにします。職員の選挙における投開票 

事務勤務や、諸行事など必要により他課職員に協力を依頼したり勤務を命じる場合は、 

妊娠中の職員を除外することに努めます。 

 

（４）健康面の配慮 

  時間外勤務の多い職員に対する産業医等からの保健指導の利用を促進します。また 

健康相談（メンタルヘルス相談含む）の活用について一層の周知を図ります。 

 

（５）ハラスメントのない職場づくり 

「伊万里市職員セクハラ・パワハラ防止要綱」に基づき、パワハラ・セクハラ等のハラ

スメントを防止し、ハラスメントのない職場づくりに努め、セクハラ・パワハラ防止要綱

や相談員等の周知や研修を通じて、働きやすい職場環境の確保を図ります。 

また近年社会問題化しているカスタマーハラスメントについて、「カスタマーハラスメン

トに対する対応方針」に基づき、伊万里市カスタマーハラスメント対応マニュアルを策定

し、名札の標記を名字のみへ変更するなど組織としてカスタマーハラスメントから職員を

守り、能力を十分に発揮できる環境づくりに取り組んでいます。今後とも、組織としてあ

らゆるハラスメントの防止徹底に取り組んでいきます。 
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【３】女性の活躍推進 

（１）女性職員の人材育成の推進 

   職員の登用については、能力主義であり、男女の差別はありませんが、女性職員の多

様な働き方に関するセミナーや女性職員向けのキャリアデザイン研修などへ積極的に参

加させるとともに、外部研修機関（自治大学校など）への派遣研修を行い、今後を見据

えた人材育成に努め、積極的に女性の参画の拡大に努めます。 

   また、女性職員の活躍の場を広げるため、職員の意欲と能力の把握に努めるとともに

その能力を十分に発揮できるような人事配置に努め、女性職員の職域の拡大と幅広い職

務を経験できるように配慮します。 

 

７ 会計年度任用職員の仕事と家庭の両立に向けた取り組みについて  

多様な働き方の会計年度任用職員においても、働き方の見直しや休暇の取得促進により 

仕事だけではなく、家庭との両立を支援し、家庭や地域の子育て支援活動に積極的に参画

していけるように次の取組を進めていきます。 

 

（１）制度の周知 

特別休暇等の制度の周知を図ることにより、より働きやすい環境整備を進め、仕事と 

家庭の両立を支援します。 

 

（２）休暇取得の促進 

   所属長は正規職員、会計年度任用職員との業務をバランスよく配分し、また職場内で

お互いが協力し、支えあえる環境を築くことにより、子育て支援活動等に参加するため

の休暇取得の促進に努めます。 

 

（３）妊娠中及び出産後における配慮 

   妊娠中及び出産後を通じて母子の健康と安全を確保し、安心して子育てをしていける

よう職員間の業務分担の見直しを行い、職場全体で母性保護及び母性健康管理に配慮し

ます。 

 

８ おわりに  

伊万里市職員が、この計画の実施を通して、子育て支援の重要性を強く認識するととも 

に安心して子育てと仕事の両立を図ることができるような職場環境づくりが図られ、その

結果として、広く社会生活においても、次世代を担う子どもたちの健やかな育成に貢献で

きるよう努めましょう。 

また、子育て中の職員だけでなく全職員が自分のライフステージに合わせて「仕事と生

活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」のとれた職場環境づくりが図られるよう努めまし

ょう。 


